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事務所を移転しました!!
司法書⼠法⼈中央合同事務所は、令和７年１⽉２９⽇、主たる

事務所を浜松市中央区曳馬五丁目１１番５号に移転しました。

〇遠州鉄道曳馬駅から徒歩６分です。
〇⼆俣街道沿いで、駐⾞場もあります。
※お越しの際はインターホン（１階）を押してください。

電話番号/ファックス番号も変更になりました。
〇電話番号 ０５３－５２３－８８９０
〇ファックス番号 ０５３－５２３－８８９１

〒４３０－０９０１ 静岡県浜松市中央区曳馬五丁目１１番５号
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事務所移転のご挨拶
司法書⼠法⼈中央合同事務所を静岡県浜松市中央区中央⼆丁目１２番５

号から、静岡県浜松市中央区曳馬五丁目１１番５号に移転しました。当法
⼈を存続させるために主たる事務所の移転を決断いたしました。

当法⼈の創設者でもある古橋清⼆が膵臓癌により、令和４年１２⽉１８
⽇に亡くなりました。６４歳でした。

令和４年２⽉に癌との告知を受け、仕事を離れ、療養してきましたが、
令和４年１２⽉１８⽇に目覚めることはありませんでした。癌を克服し皆
様に笑顔で会える⽇を楽しみにしていましたが、それも叶わず、とても残
念です。

司法書士 内 納 隆 治

前代表の神⾕忠勝は、病気療養のため、令和５年２⽉２８⽇をもって当事務所を脱退しました。
これに伴い私が代表となりました。本来であれば、古橋清⼆が亡くなったことや、代表の交代など
は、その都度、皆様にお伝えすべきことと思います。しかしながら、古橋清⼆の遺族の意向により、
お知らせすることができておりませんでした。

古橋清⼆は、多くの想いを遺していきました。その1つに司法書⼠法⼈中央合同事務所がありま
す。司法書⼠は法⼈化することで、１⼈の司法書⼠が仕事に対応することが出来ない状態になって
も、法⼈として他の司法書⼠が依頼者に迷惑をかけることなく仕事を引き継ぐことができます。ま
た、個々の司法書⼠の入れ替わりがありましても、依頼に対して法⼈としてノノウハウをもとに一
貫した対応が可能です。実際、古橋清⼆が令和４年２⽉に癌との闘病⽣活に入った後も、法⼈とし
て、仕事にあたってきました。

私は、平成３０年１２⽉に当事務所の門をたたいてから、古橋清⼆の姿を⾒て、いろいろと学ん
できました。私は、古橋清⼆の最後の弟子として、古橋清⼆の想いの詰まった司法書⼠法⼈中央合
同事務所を古橋清⼆のマインドとともに引き継いでいきます。そして、いずれは、古橋清⼆の想い
に私の想いをふりかけて、次の司法書⼠へと引き継いで⾏こうと思っています。このように古橋清
⼆の想いを根幹とした司法書⼠法⼈中央合同事務所を遺していきたいと思っております。

皆様には、古橋清⼆逝去、神⾕忠勝脱退のご報告が遅れましたこと、誠に申し訳なく、お詫び申
し上げます。

今後とも、司法書⼠法⼈中央合同事務所に変わらずのご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

新刊ご案内
所有者不明⼟地 解消・活用のレシピ
⺠法・不動産登記法・相続⼟地国庫帰属法の徹底利用術
第２版
中⾥功・神⾕忠勝・倉⽥和宏・内納隆治 著
発⾏ ⺠事法研究会 令和６年９⽉２４⽇発⾏
Ａ5判・581頁 価格:税込6,380円

令和５年４⽉１⽇より、所有者不明⼟地等の問題解決の
新たな⼿段が利用できるようになりました。

所有者不明⼟地建物の持分の取得、所有者不明⼟地建物
管理⼈の選任、管理不全⼟地建物管理⼈の選任、共有物の
変更・管理許可決定などにより、相続⼈のいない⼟地建物、
空き家、共有物としての株式などの問題が解消できるよう
になりました。その解決に向けて４⼈の司法書⼠が議論し
てます。

令和５年１⽉２１⽇に発刊した第１版に改正法施⾏後の
書式記載例、実務の運用を詳解し、令和５年４⽉２７⽇か
ら開始された相続⼟地国庫帰属制度に関する章を新に加え
ました。

当事務所では、相続⼟地国庫帰属制度について受任して
おります。

まずは、ご相談ください。


